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議会事務局職員出席者 

副 主 幹 田 口 美 和 子    

 

第 １ 大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について 
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第 ２ 大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定の制定

について 

第 ３ 大仙市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について 

第 ４ 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第５号） 

第 ５ 大仙市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について 

第 ７ 大仙市仙北民俗資料館設置条例を廃止する条例の制定について 

第 ８ 平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

第 ９ 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２号） 

第１０ 平成２５年度市立大曲病院事業剰余金の処分について 

第１１ 平成２５年度市立大曲病院事業会計決算の認定について  

 

午前１０時００分 開  会 

○委員長（小山緑郎） おはようございます。本日は大変ご多用のところ、お集まりいた

だきまして誠にありがとうございます。なんとか今日１日よろしくご審議の程よろしく

お願いしたいと思います。ただいまから、教育福祉常任委員会を開会いたします。当委

員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり審査いたしますので、よろ

しくお願いしたいと思います。なお、正確な会議録作成のため、発言はマイクにスイッ

チを入れてからお願いしたいと存じます。 

はじめに、小野地健康福祉部長からご挨拶をお願いします。小野地部長。 

○健康福祉部長（小野地淳司） おはようございます。本日、教育福祉常任委員会にご審 

議をお願いしております健康福祉部所管の案件でございますが、条例案が３件、補正予 

算案１件の計４件となっております。条例案につきましては、平成２７年４月からの新 

たな子ども子育て支援制度の施行を見据え、市町村に条例制定が義務付けられているも 

ので、１件目が「大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例」案であり、２件目が「大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例」案、そして３件目につきましては「大仙市放課後児童健全育成事 

業の設備及び運営に関する基準を定める条例」案の３件でございます。補正予算案につ 

きましては、冬期間の高齢者等の生活を支援するための、高齢者等除排雪サービス事業 
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の補正及びスライド条項の適用等に伴います峰山荘移転改築事業費補助金の補正予算、 

それに当市へのがんばる地域交付金の配分決定がなされたことをうけまして、これを法 

人立介護保険施設補助金及び法人立保育所補助金の一部に財源充当することに伴う財源 

振替をその内容としているものでございます。詳細につきましてはこのあと担当課長よ 

りご説明申し上げますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げま 

す。 

○委員長（小山緑郎） ありがとうございました。それでは、審査に入ります。 

議案第９４号「大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について」から、議案第９６号「大仙市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」は関連がありますので、一括

して議題といたします。当局の説明を求めます。高橋児童家庭課長。 

○児童家庭課長（高橋利省） 議案第９４号「大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」から議案第９６号「大仙市

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」ま

で、一括してご説明申し上げます。資料№１の議案書とお配りしておりますＡ３版の議

案第９４号、９５号、９６号の説明資料、こちら２つをご覧いただきたいと思います。

はじめに、議案第９４号「大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について」であります。資料№１の議案書は、８頁から

３０頁になります。説明資料は一番左の項目をご覧願います。説明につきましては、こ

ちらの資料に基づいて行いますので、よろしくお願いいたします。項番の２、本条例の

対象事業ですけれども、新たな子ども・子育て支援制度が平成２７年４月から施行され

る見込みでありますが、特定教育・保育施設とされる保育所、幼稚園、認定こども園、

及び特定地域型保育事業とされる家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、小規模保育事

業、事業所内保育事業について、項番３趣旨の通り、当該事業者が従うべき運営基準を

根拠法令である、子ども・子育て支援法において市町村が条例で定めるとされているこ

とから、当該基準を定めるものであります。項番５、条文構成ですが、本条例は、第１

章が総則、第２章が保育所など特定教育・保育施設の運営に関する基準、第３章が家庭

的保育事業など特定地域型保育事業の運営に関する基準、第４章雑則、及び附則で構成

されておりますが、条例を制定するにあたっては、項番６、国の基準である内閣府令の

基準に従って定める事項と参酌すべき事項が定められております。項番７、従うべき基
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準は、法令の基準と異なる内容を定めることはできないものの、当該基準に従う範囲内

で地域の実情に応じた内容を定めることができるとされるものであり、例として第４条

の利用定員など２９項目について、国の基準どおり定めるものであります。また、項番

８の参酌すべき基準は、法令の基準を十分参照した結果としてであれば、地域の実情に

応じて、異なる内容を定めることができるとされているものであり、例として第８条の

受給資格等の確認など２８項目について、国の基準通り定めるものであります。項番９、

施行日は、子ども・子育て支援法の施行の日とするものであります。 

次に、議案第９５号「大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について」であります。議案書は３１頁から５０頁になります。説明資料は

真ん中の項目をご覧願います。本条例は、対象事業である家庭的保育事業など４事業を、

国、都道府県及び市町村以外の者が行なう場合は、改正された児童福祉法において市町

村長の認可を得なければならないとされており、その認可基準を定めるものであります。

条文構成は、第１章が総則、第２章が家庭的保育事業、第３章が小規模保育事業、第４

章が居宅訪問型保育事業、第５章が事業所内保育事業、第６章雑則及び附則で構成され

ており、厚生労働省令の基準に従うべきとされている、第４条最低基準と家庭的保育事

業者等など２７項目、及び参酌すべきとされている第７条の家庭的保育事業者等と非常

災害など２０項目について、いずれも国の基準通り定めるものであります。施行日は、

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

日とするものであります。なお、この法律の施行日は、先ほど議案第９４号でご説明し

ました子ども・子育て支援法の施行日となっております。最後に、議案第９６号「大仙

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」

であります。議案書は５１頁から５７頁になります。説明資料は一番右の項目をご覧願

います。本条例は、放課後児童クラブを対象に国、都道府県及び市町村以外の者が放課

後児童健全育成事業を実施する場合、改正された児童福祉法において、あらかじめ市町

村長に届出することとされており、事業者が遵守すべき最低基準を定めるものでありま

す。条文は第１条の趣旨から、第２２条委任までの本文と附則で構成されており、厚生

労働省令の基準に従うべきとされている第１０条、職員など２項目、及び参酌すべきと

されている第５条の放課後児童健全育成事業の一般原則など１７項目について、いずれ

も国の基準通り定めるものであります。施行日は、子ども・子育て支援法及び就学前の
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子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日とするものであります。各条例と

も、条例制定から施行日までの期間は、事業者並びに保護者の皆さんに、新制度に円滑

に対応していただけるよう周知に努めるものであります。 

以上、条例案３件につきまして、説明を終わります。よろしくご審議の上ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある方は、

お願いいたします。細谷委員。 

○委員（細谷洋造） どうもご苦労様です。色々児童家庭課には資料などいただいて、尐

し検討させていただいておりますので、その部分を尐し質問させていただきたいなとい

うふうに思います。委員の皆さんには今回、大仙市の保育を申し込んだけれども、保留

された方々の人数、といった部分をいただいた資料で皆さんにお渡ししておるんですけ

ども。昨日、一般質問の中で今回の条例のことが取り上げられましたんですけれども、

市長は、今まで何をやってきたかが基盤にならなければいけないというようなことと、

それから、この地域でやらなければならないことを不安をおこさないようにやっていく

んだと。条例というものは国が定めて県、市という形でおろしてくるわけですから、こ

れは作らなければいけないということなんだろうと、こういうことになるだろうという

ふうに思うんですけども、それは色んなことがあっても、この基準のところで運営はし

ていかなきゃいけないんだろうというふうに思うんですけども。ひとついただいた資料

の中で、３０人くらい０歳児の入所保留児童数、３０人くらいおりましたね、昨年度。

大曲地域が１８人とダントツで多いわけなんですけれども。この部分のお母さん方の追

跡調査といったらいいのか、まだ断られている部分でどういう生活をされているのかと

いうふうなことを、支援するという方がいらっしゃって、調査するという形はできてい

るもんなんでしょうか。この辺のところちょっと心配で、ちょうど出産して１年、過ぎ

た辺りのところで、働けるか働けないかの境目なような気がするんですね。この部分が

これからの人生にとってもすごい重要な部分になっていくんじゃないかと。お母さん方

を見てると、そういうふうに私思ってるんですよ。ですから、０歳児１歳児という部分

のところが、非常にこのお母さん方にとっては、或いは若いご家庭にとっては非常に大

切な時期なんじゃないのかというふうに思うんで、保留された場合、そのお子さんを持

ってるご家庭がどういう状況で生活されていらっしゃるのか、そんなふうなところまで
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お調べになっていらっしゃるんでしょうか。ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど

も。 

○委員長（小山緑郎） 答弁を求めます。高橋課長。 

○児童家庭課長（高橋利省） ただ今細谷委員からのご質問ですけれども、申込みがあっ

た方のご家庭の状況ですとか、その後の保育の状況について、個々に追跡されているか

どうかにつきましては、残念ながら１人１人については行われていないのが現状でござ

います。２５年度３０名の入所保留があったという資料、児童家庭課の方から提供した

わけでございますけれども、年度途中の入所が叶わなかったということで、この３０名

の方について２６年度当初の入所を申込みをされた方につきましては、全員入所できて

おりますことをまずご報告申し上げます。年度途中の入所できなかった時点の対応につ

きましては、まるこのひろばですとか、中仙、西仙にできました広場型で相談を受ける

専任の職員を配置しまして、子育て中のお母さん同士の交流ですとか、子育てに関する

悩みの相談ですとか、そういうものを対応して、家庭での保育に息詰まらないように配

慮しているところでございます。入所受け入れ枠の拡大につきましては、今後、今組合

病院の後に予定されております新しい施設も含めまして、この後、子ども子育て事業計

画を策定いたしまして、定員枠の確定、全員入所できるような、体制に向けて努めてま

いりたいというふうに考えております。 

○委員長（小山緑郎） 細谷委員。 

○委員（細谷洋造） 是非進めていただきたいと思います。もう１つなんですけどもね、

今度の新しい制度の中で、支援員という制度が入っているようなんですけども。実はち

ょっと私期待してたのは、小規模集落コミュニティ会議のときの支援員制度みたいなも

のがあって、それで各地域に支援員が配置なるのかななんて思ってたら、そうじゃない

んですね。あれですよね、ただ保育士さんの変わりに資格を持ってない方を講習を受け

ると支援員としてやれるという支援員なんですね。それでですね、地域で今みたいなご

家庭のところを訪問して、支援すると、或いは事情を聞いたり或いは相談にのったり直

接出向いて行っていただくという形の支援員はできないものかなというふうに私思うん

ですけども。保健士さんがやってると言わればそれなんですけども、本当にそういった

形で地域の中に入っていけるという、行く方々を、専門的にやっていく支援員というの

は、私は是非あるべきなんじゃないかななんて思ってるんですけども、それとは大幅に

違う認識でしたので。その辺のところは、考えることできないもんかなというふうに、
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この条例の中で無理だとか無理でないとかという部分があると思うんですけども、検討

に値するんであれば、尐し考えていただきたいものだなというふうに私、ちょっと考え

たものですから、その辺のところお知らせいただければありがたいんですけども。 

○委員長（小山緑郎） 高橋課長。 

○児童家庭課長（高橋利省） ただ今の委員からご質問のありました支援員の制度につき

ましてですけども、今、国の方で子ども子育て支援事業で考えている支援員といいます

のは、ちょうど横浜市で採用しました、子育てコンシェルジュという、色んな情報をお

母さんに提供して、保育所に入るまでの支援員を行うという制度のようでございます。

例えば保育所に入所を申込みして、市の窓口ですぐ入所できなかったという場合に、例

えば他の制度で幼稚園という制度もあります、ですとか、ファミリーサポートセンター

という事業がございます、こういうような色んな制度をご紹介して、相談にこられたお

母さんの一番希望にあう制度を紹介するというのが支援員という制度のようでございま

して、大仙市においてもこの新制度がはじまった場合には活用してまいりたいというふ

うに考えております。個別に訪問して行う支援員の制度ができないかということでござ

いますけれども、今回提案しております条例の中では、新しくできますものとしては、

家庭的保育事業ですとか、個別訪問型の保育事業、そういうような制度というところま

でしか国のほうで考えておりませんので、個別に訪問するという事業につきましては、

今のところまだ対応できない常態でございます。 

○委員長（小山緑郎） 細谷委員。 

○委員（細谷洋造） 実情がそうでしょうから、認識としては是非もっていただきたいな

というふうに思っております。それからもう１つなんですけども。保育士が１人、乳児

を扱う３人という国の基準となっているんですけども。私今ご縁がございまして、ひま

わり保育園の伊藤先生と話しした時があるんですけども、やはりここの部分はどうして

も２人にしていただきたいものだというお話があったんです。いざというときには３人

は絶対抱えれないから、２人だったらなんとかなるんで。保育士１人につき２人という

部分で、ここをなんとかクリアしてもらえるような方法を講じてもらえないだろうかと

いうようなことをおっしゃったことを記憶にあるんですけども。どうなんでしょう、こ

れ、国の制度としてこんなことをやったら補助金が削られるとかという、そういうまず

い部分というのがでてくるもんなんでしょうか。私その辺の部分というのはよく分から

ないんですけれども。今は３人が基準だと、乳児の場合はそういうふうに言われてるん
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ですけども。どうなんでしょう、この辺のところ２人というようなことの展望みたいな

ものはあるもんなんでしょうか。 

○委員長（小山緑郎） 高橋課長。 

○児童家庭課長（高橋利省） ０歳児を保育できる人数でございますけれども、議員ご指

摘のとおり保育士１人について３人までという基準になっております。保育所の運営費、

施設型給付というふうに名称変わりますけれども、保育士１人について子ども３人見る

分の人件費として給付されるという仕組みになっておりまして、実務上保育所によって

は２人で止めているところもあります。ただ、入所希望が多いのでどうしても３人まで

受け入れをお願いしている部分もございますけれども。３人より厳しい基準を市が単独

で設けることはできますけども、ただその分の負担につきましては、当然市の方で配慮

しなければできないということですので、現状ではなかなか厳しいというふうに認識し

ております。 

○委員長（小山緑郎） よろしいですか。 

○委員（細谷洋造） ありがとうございました。 

○委員長（小山緑郎） 他に。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 議案９４号は特定教育保育、特定地域の運営に関する基準、９５号は

家庭的保育事業に関する基準、９６号は放課後児童に関する基準ということで、この３

つの基準だって今までやってきてるっすべった。今細谷議員おっしゃったように、市長

とのやりとりあった。３つ、質問したいんですが、従前の関連条例と今回、国が決めた

法律によってこうして３つ訂正しなきゃならなくなったその内容の加速、国の方で言わ

れてきたもんだから、新しくやらなきゃいけなくなったなというものがあれば、この３

つの中でかいつまんで概要教えてもらいたいということ１つ。２つ目がこの３つの条例、

基準やることによって、今現在想定される職員の数がどうもここはこんだけ増えそうだ

なというところがあれば教えていただきたい。３つ目が、２に関連するんだけど、建物

建てなきゃいけないとかあればなおさらなんですが、この３つやることによって、基準

を満たそうということによって、新たに財源的な手当が必要だと、概ね何百万単位で結

構なんで、もし今から想定できるのであれば、それらの内容に報告を願いたい。この３

つをよろしくお願いします。 

○委員長（小山緑郎） 高橋課長。 
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○児童家庭課長（高橋利省） まず、最初のこれまでの条例、法令との関連でございます

けれども、議案第９４号の条例につきましては、施設の運営に関わる施設型給付につき

まして、市町村の責任で行うということが明示されましたことから、事業を実施する事

業者が従うべき基準を市町村の条例で定めるとされたものであります。従いまして、こ

れまであります保育所の認可基準ですとか、幼稚園、認定こども園の認可基準につきま

して、国及び県の法令、条例そのまま生きているものでございます。ですので、新たに

市で条例を定めて市の責任を明確にしたというものでございます。次に議案第９５号の

条例につきましては、これまでここに４つの事業がございますけれども、制度で規定さ

れておりましたのは、家庭的保育事業のみでございます。家庭的保育事業につきまして

は、これまで市町村が行って民間に委託して行うことができる事業でございましたけれ

ども、この条例によりまして、民間が直接この事業を行うことができる、このあと居宅

訪問型小規模、それから事業者内保育につきましても、これまで認可外保育所というこ

とで行われておりましたけれども、新たに給付をもらうということで最低基準を定める

ものでございます。次に議案第９６号の放課後児童クラブにつきましても、これまでガ

イドラインというものを国から示されておりましたけれども、条例規定という形で定め

られたものがございませんでしたので、今回、国、都道府県、市町村以外の者が実施す

る場合の最低基準を新たに作るというものでございます。次に、職員の増員の見込みに

つきましてですけれども、これは市の職員ということでしょうか。事業所の職員という

ことでしょうか。 

○委員（石塚柏） 両方。 

○児童家庭課長（高橋利省） まず、事業所の職員につきましては、保育士の配置基準に

つきましてはこれまでと変わりございませんので、この事業、条例が作られたことによ

って事業所が新たに職員を増員するということは今のところございません。ただ認可外

保育所につきましては、これまで、規定が職員の内保育士の資格をもつ者が１／３以上

となっていたものが、全員保育士、或いは１／２以上保育士というふうに基準が高まり

ましたので、資格の持った職員の採用というのは加速されると思います。あと市の職員

につきましては、この後、子どもの認定という事務が新しくできますが、こちらの方も

システム等の活用によりまして職員の増員については行わなくても対応できるように、

この後進めてまいりたいというふうに考えております。次に新たな財源の見込みにつき

ましてですが、これまで給付の対象外とされていた認可外保育所に対する給付が行われ



   - 10 - 

ます。これにつきましては、国１／２、県１／４、市１／４の負担となりますので、こ

の分が新しく増えることになります。現在の幼稚園に該当する部分につきましては、私

学助成という形で現在、国または県から直接幼稚園に給付されておりますが、今度施設

型給付という形で市町村を経由して事業者、幼稚園に給付されることになります。これ

につきましても額が大幅に増えまして、給付率が国１／２、県１／４、市１／４という

ことになります。ですので、幼稚園に対する給付につきまして、私学助成の額と市が負

担する１／４の額の比較というのがまだできておりませんので、どれくらい増えるかに

つきましては把握しておりません。ただ幼稚園に対する補助金が今１施設３千万から４

千万くらいあります。私学助成につきましては、認定こども園になってるところが１園

が７００万から１千万くらいございます。３千万から４千万ほどの施設型給付になりま

すと、市の負担が７５０万から１千万程度ということで、現在の私学助成より多く、幼

稚園の方に支給されますけども、単純に市の負担が増えるかどうかについては、まだ分

析しておりません。いずれ認可外保育所の部分ということで、１００万単位の或いは１

千万単位の市の負担の増額は見込まれております。以上です。 

○委員長（小山緑郎） よろしいですか。 

○委員（石塚柏） 今の説明で結構です。 

○委員長（小山緑郎） 他に。児玉委員。 

○委員（児玉裕一） 高橋課長にお願いですけども、昨年の決算特別委員会、そして今年

に入ってからの委員会の時に、是非保育士を増加してくださいということで、何人かは

増加なったけども、恐らくこの待機児童０歳児の待機児童って、申込み終わって３月か

４月頃なって出産した人方が、なんとか３カ月過ぎた時に入所したいと言っても、保育

士がいなというような関係で待機なってると思うんだすよ。それどこの前、橋本五郎解

説委員長が、せっかく５５歳か６０歳で退職した保育士さんもいるので、ちょっとお願

いしながら、登録していただいてお手伝いできるものであればお手伝いしていただきた

いなと。１年間とかでなくて、ちょっと３カ月なりお願いできないのかなということを

なんとか児童家庭課からお願いして、できるだけ保育士も増えると思いますので、その

辺りがなんといっても途中だから断られたという人がかなり多いので、なんとかお願い

して来年度あたりできればそういうふうにしてもらいたいなと思いますのでよろしくお

願いします。 

○委員長（小山緑郎） 高橋課長。 
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○児童家庭課長（高橋利省） 保育士の増員につきましては、子どもの受け入れるために

は保育士の確保というのが大変基本になりまして、平成２６年度新たに乳幼児の保育推

進事業ということで、大仙市内で１２名の保育士の確保を各法人、保育所にお願いしま

したところ１２名の確保ができまして、市長の市政報告にもありました通り、年度当初

並びに年度途中の受け入れ児童の増員が図られたところでございます。ですので、保育

士の確保というのが子どもの受け入れに大変有効な策であると思います。退職者の再雇

用につきましては、各法人におきまして、退職した保育士を再雇用或いは臨時的に登録

して協力いただいているという事例もございますので、なお一層進められるように働き

かけてまいりたいと思います。 

○委員長（小山緑郎） よろしいですか。 

○委員（児玉裕一） はい。 

○委員長（小山緑郎） 他に質疑はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより議案第９４号から議案第９６号ま

で一括して採決いたします。本３件は、原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本３件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

次に、議案第１０１号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第５号）」のうち、健

康福祉部所管の予算についてを議題といたします。当局の説明を求めます。はじめに、

逸見健康福祉部次長兼地域包括支援センター所長。 

○ 健康福祉部次長兼地域包括支援センター所長（逸見博幸） それでは、議案第１０１号 

「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第５号）」にかかる地域包括支援センター所

管分についてご説明いたします。資料№２の補正予算書、こちらは１３頁をお開きくだ

さい。資料№２－１主な事業説明書につきましては６頁をお開き願います。３款１項６

目「老人福祉費」１５事業であります「高齢者等除雪サービス事業費」は１９，４６９
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千円の補正でございます。事業説明書に基づきまして、事業の概要を簡単にご説明させ

ていただきます。この事業につきましては、冬期間の継続事業として実施しているもの

でありますが、ひとり暮らし高齢者や、高齢者のみの世帯等を対象として、冬期間の道

路除雪車通過後に家屋の玄関前に残された雪の塊を除排雪することにより、家屋への出

入り口を確保する事業であります。事業の実施期間は、除雪が開始されます１１月１５

日から翌年３月３１日までとしております。次に事業費の内訳でございます。これまで

の実績と利用者世帯の増加を見込んで積算しております。今シーズンにつきましては稼

働回数を１７，５９９回と見込んでおります。これにつきましては、そのシーズンによ

り雪の状況が様々でございますので、過去数年間の実績と昨年度の利用世帯の増加等を

加味して見込んだ稼働回数でございます。１回あたりの単価を１，１００円といたしま

して、稼働回数を掛けますと委託料総額は１９，３５８，９００円を計上させていただ

いているところでございます。なお、昨年度までは委託料につきましては 1 シーズン１

世帯あたり３６千円として、さらに１世帯の標準回数を３５回というふうに積算したう

えで事業者さんの方にシーズン単価３６千円プラス超過した場合は１千円をプラスし

て支払っておりましたけれども、近年３５回を超えての超過した回数が多かったり或い

は支払いの方法が回数と違う形で支払われるという精算の方法をとらざるを得ない状

況が続いておりましたので、今年度からは事業開始から委託単価が同額であったという

ことも理由の１つとして積算させていただきまして、委託単価を１回あたり１，１００

円、それから支払い方法も単価かける稼働回数ということでお話しております。なお、

利用者負担につきましては、変更ございません。市民税の課税区分により４区分として

おりまして、所得税課税世帯については１シーズン１２千円、均等割のみの課税世帯は 

１０千円、非課税世帯は８千円、生活保護世帯は無料としております。説明書の下段で

ございます財源内訳につきましては、ただ今説明した利用者負担金３，３８８千円の他

に、高齢者等除雪サービス事業債１５，９００千円と一般財源１８１千円であります。

なお、高齢者等除雪サービス事業債につきましては、今年度よりのものでございます。 

以上、説明を終わりますが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願いいたしま

す。 

○委員長（小山緑郎） このあとも説明が続きますけれども、課ごとに質疑を行っていき

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（小山緑郎） 異議なしと認めます。それでは、ただいまの説明に対しまして、

質疑がございましたらお願いいたします。石塚委員。 

○委員（石塚柏） ４の補正額の財源内訳、素人っぽい質問で申し訳ないんですけど、新

たに事業債で、市債でやりますということであります。その他３，３８８千円、一般財

源、振り分けの理由、その辺りちょっと教えていただけませんか。 

○委員長（小山緑郎） 逸見所長。 

○地域包括支援センター所長（逸見博幸） お答え申し上げます。これにつきましては、

実は平成２６年度の当初の高齢者生活支援サービス費の財源も同様でございましたけれ

ども、財源の確保ということで事業を行うにあたりまして、財政課の方と事業に充当で

きる、借入できる財源というのがないものかということを常に協議をして、一般財源の

支出をできるだけ減らすという協議を続けております。特に除雪対策、雪に関するもの

について年度当初から除雪サービス等に係る財源、充当できる制度がないかということ

で調べていただいておった経緯がございます。今回、資料２の補正予算書の５頁でござ

いますけれども、地方債補正というものがございます。資料№２の大仙市補正予算書の

５頁でございますが、こちらの方に地方債として借り入れるということで補正をさせて

いただいておりまして、歳入の方におきましても財源を充当するということで、今回私

どもの担当している高齢者等除雪サービス事業費の借入額を定めた上で１５，９００千

円を借り入れると。利用者負担金の部分は実は回数がこれに沿って、実質的には減って

おりますけども、市債の設定の額に合わせる形で利用者負担額を３，３８８千円という

ふうに設定させていただいたというからくりがございますけれども、いずれ利用者負担

額プラス、市債、一般財源のこの３つの財源でこの事業を賄っているということで、こ

れまで一般財源の１５，９００千円あまりは市債と形で対応させていただきことができ

たということでございます。来年度以降もこのような形で続くのではないかというふう

に思っております。 

○委員長（小山緑郎） 石塚委員。 

○委員（石塚柏） 今の説明で結構です。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。大山委員。 

○委員（大山利吉） ちょっと教えてもらいたいんですけども、これ毎年たいした良い事

業で、増えていくという予想のようです。第１点、担い手不足、これ防災課と相談する

というけども、どういうふうな相談して、なただ見通しで、やっていくとこだがなとい
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うこと１点と、毎年９月なると除雪に関する補正があがってきます。ここは雪からは絶

対永久的に開放されるわけではございませんので、これだけ重要な老人、高齢者の時に

当初予算で、除雪費の中さ入れることは不可能なもんでしょうか。これだけ大切な事業

でお年寄りが１番頼りにしている、こういうような事業を９月の補正で上げないで、建

設部の方の除雪費というものに１発で当初予算に組むことを、除雪費も今あがってきて

る９億なんぼ。これもおかしい話だども、避けて通られないお金が何故補正で組まなき

ゃならないかということの見解。これ、財政なるのかな、分からないけども。その２点

ちょっとお知らせ願えないですか。 

○委員長（小山緑郎） 逸見所長。 

○地域包括支援センター所長（逸見博幸） お答え申し上げます。最初の担い手不足につ

きましては、以前も大山委員の方から提案、それから質問がありましてですね、その点

につきましてはできるだけ冬期間、臨時雇用という形であっても、この事業に関わる市

民の方を雇用して、担い手不足を尐しでも解消しようということで、昨年度のこの事業

につきましては４名でしたけれども、この高齢者除雪サービス事業の補完する形として

全ての事業者さんが対応している部分の不足部分を巡回しながら、除雪或いは相談にの

ったり点検したりという作業をさせていただいている経緯がございます。これにつきま

しては、実は総合防災課の空きや対策に関することが発生したら、双方連絡取り合いな

がら全ての雪に関する市民を対応できるようにということで、今年度それぞれ分けてお

ったものを１本化いたしまして、まず８名の臨時職員を雇用して対応できるようにして

いるということが１つでございます。それから、実際のこの作業に関わる担い手不足と

いうものについては、委託している事業者さんの方からも人出不足だということは言わ

れております。理由としては高齢化していることが１つ、それから震災後の復興事業に

土木建設業関係の人材が流れていると、それからもう１つ、東京オリンピックの関係で

なかなか人が確保できないという問題はございますが、まずそこについては、申込みが

あった世帯を巡回して除雪できる範囲の人材確保については、この事業の中ではシーズ

ン前に協議いたしまして確保できるようにしていただいているところでございます。 

  それから補正予算でなくて当初でこの事業について予算化すべきではないかというご

意見ですけど、私どももできればそうしたいところはございます。まして、重要な事業

というご認識を示していただいてということですので、これについてはご存じの通り、
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財政当局の方と、それから他の除雪経費の方のどこで予算化するかという関連性もござ

いますので、それについては今一度協議させていただきたいと思います。 

○委員長（小山緑郎） 小野地部長。 

○健康福祉部長（小野地淳司） 今の９月補正、今回、除雪経費全部あがったわけですけ

ども、実際この事業についても、１１月から翌年の３月３１日ということで、例えばこ

れを当初予算に反映するとすると、実績それから例えば計画を見直しするとなりますと、

時期的に当初予算というのは間に合わないということもあるんです。ですので、やはり

実績を勘案して、例えば計画の内容を変えるだとか新たな事業を設けるだとか、今回も

雪の計画、この後協議会をお願いするということになっておりますけども、いずれそう

いう形で毎年その雪に対する対策という、そこを見直しするという観点からいくと、あ

る程度、年度内３月終わってからの実績なりそういうものを核にしながら、当初予算計

上したいという考え方もあるのかなというふうに思っております。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 

○委員（大山利吉） まず１点目の担い手、市全体の話は今お聞きしました。例えば私ど

もの集落９３軒あるんですよ。たいしたことのない距離にそれだけの軒数あるんですけ

ども、その中で、自分でトラクターで毎朝除雪している農家が５軒おるんです。必ず業

者、業者って言わなくても、トラクター運転しているドライバー６５歳、７０歳近い人

もいます。いますけども、支所単位でもどこでもいいから、この集落で業者に請け負わ

なくてもトラクター持ってる方、朝やっていただけますか、やっていただけませんかと

いう、そこまで詰め合わせないと、やっぱり行政の仕事だなということになっちゃうん

ですよ。そういう考えを是非、今冬は間に合わないと思いますけども、是非トラクター

なり自分で除雪機持ってる方々に近所の打診、ここと、ここと、ここの家では毎年出入

り頼まれてるけども、なんとかお宅がたやってもらわれないでしょうかというようなこ

とまで、細く入らないと、ただただ役所の仕事だなと言われてしまうと思います。私の

考えはそう思います。 

それから２点目の当初予算、今部長からお聞きしました。確かにその通りだと思いま

す。しかし、補正っていうのはどういう意味だかということを考えると、利用者が増え

るから、３月末での当初には間に合わないという気持ちは分かるけども、補正という言

葉は基本的に１５，０００千円の当初予算を組んでおくと、やっぱり４００百万足りな
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かった、５００百万足りなかったとやるのが、私は素人の考えですけども、それが補正

予算だと思うんですよ。そこら辺の認識を部長教えてください。 

○委員長（小山緑郎） 小野地部長。 

○健康福祉部長（小野地淳司） 確かに大山委員がおっしゃるとおり、当初ある程度の計

画を組んで、計画の内容が変わろうとも福祉で必ずやるという事業だとすれば、当初予

算計上というのは普通の形だと思います。先程も申し上げたように、計画の内容という

のは毎年替えようと、いい方に改善しようという市の考え方もありますし、それから雪

に関してはある程度、特別交付税、これ財政課なりますけども特交の要素も絡んできま

すので、そこら辺の財源がどうなるのか不確定なものを、当初予算から組むのも難しい

のかなと。これは私財政当局と話してるわけではありませんけども、考え方にはそうい

う部分もあるのかなというふうに思っております。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 

○委員（大山利吉） 部長、特別交付税は、絶対狂わないんです。それは逃げ口なんです

よ。地方交付税なんかはご存じの通り、面積とか道路とか色んな公共物、だいたいほぼ、

ほぼなんかちょっと違うかもしれないけども。それから除雪に関する特交だって、そん

なに大幅に狂うことはないと思うんです。だから国からくる金をみてみなければ、だめ

だから補正組むという考え方を、私はちょっとやっぱりそろそろこの時期にきて変えべ

きでないかと。他の市でとっくに当初予算を組んでる市いっぱいあるでしょ。今頃、９

月で除雪に関する補正予算なんてあがってくるの、秋田県でなんぼくらいあると思いま

すか。これはあくまでもトップの考えだと思うけども、そろそろ下の方から管理職の方

からそういう声を上げていく時期がきたんでねがなと思うんですけども、私の私見です

ので終わります。ありがとうございました。 

○委員長（小山緑郎） 小野地部長。 

○健康福祉部長（小野地淳司） 今大山委員、おっしゃったことを上の方に伝えておきま

すので、よろしくお願いします。 

○委員（大山委員） 特に雪に関しては、当初組むにいいものは組んだ方が私はいいんじ

ゃないかなと。必ず必要だ、必ず。 

○健康福祉部長（小野地淳司） 分かりました。伝えておきます。 

○委員（大山利吉） 以上、終わります。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。後藤委員。 
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○委員（後藤健） さっき石塚委員、聞かれたとこなんですけども、その理由は僕も知り

たかったところなんですけども、これ来年度以降も市債を発行してできそうだという話

だったんですけども、単純な話、そうすれば将来の負担でもって、この事業を実施する

ということになると思うんですけども、単純に言えばどんどん、どんどん増えていくの

ではないかというふうに、市債が、そういうふうに思うんですが、その辺の認識という

か方向性はどのように考えているものですかね。 

○委員長（小山緑郎） 小野地部長。 

○健康福祉部長（小野地淳司） 正直な話しますと、財源のところはなかなか財政課の方

で財源を貼り付けるという作業で、我々は貼り付けられたもんですから、残り一般財源

ですねという予算要求で、あくまでも起債の方は財政課ということになるんですが、こ

の１５，９００千円の市債についても内訳、例えばこういう書き方しておりますけども、

過疎のソフト事業ということなると交付税で７割バックというような制度もありますの

で、どういう起債を使っているのか、今うちの方で把握しておりませんので、後ほど確

認してご報告させていいただきたいというふうに思います。 

○委員長（小山緑郎） いいですか、後藤委員。後藤委員。 

○委員（後藤健） この除雪の基準の単価なんですけれども、これ間口１軒分をぱっと寄

せれば１，１００円という認識でいいんですか。その１，１００円の根拠と、最低補償

分については委託先と協議って書いてますけども、雪尐なかったときの最低という意味

だと思うんですけど、どれくらいにされているものなのかとところ。 

○委員長（小山緑郎） 逸見次長。 

○健康福祉部次長兼地域包括支援センター所長（逸見博幸） 委託単価につきましては、

この事業は平成１８年に市町村合併した際に、行われていたところ、行われていないと

ころあったわけですけども、すりあわせする中でシーズン３６千円という中で、大体平

均すると３５回から３６回なので、１回あたり１千円ですねという協議の中でこの事業

が始まった経緯がございます。今回も単価を見直すにあたって、委託するにあたって、

シーズン雪降っても降らなくても作業員を確保しなければならない或いは用具等も含め

て減価償却分というか、そういったものも事務手数料も含めてですね、いくらかアップ

してほしいということと、車で移動しますので燃料代等も含めてですね、ちょっと細か

くなるので私どもの数字、ちょっと資料としてご提出できないんですけども、そういく

と１，１００円前後の単価が妥当ではないかというところでした。非常にこれが妥当か
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どうかというのは、どこの部分を積算していけば上乗せしていけばいいのかというのは、

この事業の始まりのときの協議単価がございますので、なかなか難しいところはござい

ますけれども、設定についてはそういったところです。内容については、間口１軒分を

寄せるんですけれども。一応こちらの方で算定単価の根拠というのを、労務費と燃料費、

それから諸経費ということを積算して、労務費８８２円、燃料費１３６円、諸経費８２

円ということで出させていただいておりますけども、それについては精査していただい

ても、妥当かどうか評価が分かれるところでございます。それから間口１軒数ですけれ

ども、やっぱり場所によって様々な条件がありますので、そこだけではなくて玄関まで

の間の降り積もった雪も合わせてやったり、１軒に留まらず屋敷内に必要があれば若干

の幅を広げていただくという、そこに合わせた形で対応させていただいているというと

ころです。 

  最低補償につきましては、業者さんとシーズン前に事業３５回とみてそれに合わせた

人を配置するということで、年間シーズン契約をするらしいんですけれども、尐ないか

らお金がこないということではなくて、今のところ申し合わせしているのは、稼働が１

０回以下の場合であっても、これだけの額は補償しますよというところで、年間の稼働

回数の範囲に応じて４０％、半分以上は６０％というふうな割合を定めまして、補償し

ているというところがございます。今回費用を改定したことによって、そこの具体の最

低補償額の割合についてはまだ決定しておりませんので、この後予算が確定した後で委

託業者さんと最低補償についての細部について協議する予定としております。 

○委員長（小山緑郎） いいですか。 

○委員（後藤健） 分かりました。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。次に、大屋敷健康福

祉部次長兼社会福祉課長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉課長（大屋敷忠之） 議案第１０１号「平成２６年度大仙市

一般会計補正予算（第５号）」の内、社会福祉課所管分についてご説明いたします。資料

№２補正予算書の１３頁をご覧ください。３款１項７目「老人福祉施設費」６０事業「法

人立介護保険施設等補助金」の財源振替についてでございます。８月１２日付けで「が

んばる地域交付金」の当市への交付決定がなされたことから、その対象事業となります
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特別養護老人ホーム桜寿苑のデイサービス送迎車両２台の購入費補助８，８７８千円に

つきまして、その財源を全額一般財源から国県支出金に財源振替補正をお願いするもの

でございます。 

 次に、３款１項７目「老人福祉施設費」６９事業「峰山荘移転改築事業費補助金」の

補正予算についてであります。資料№２－１事業説明書の７頁も併せてご覧ください。

峰山荘移転改築事業費補助金につきましては、平成２５年度、２６年度の２カ年事業と

いたしまして助成を行っているところでございますが、工期内に急激な資材・労務費等

の変動が生じ、請負代金額が著しく不適当となったことから、受注者から請負代金額の

スライド変更協議の請求がなされたところであります。請求内容を精査した結果、スラ

イド条項の適用が妥当であるとの結論に至っております。この工事請負契約のスライド

条項の適用につきましては、去る８月５日の議員全員協議会におきまして、西部給食セ

ンター建設工事並びに峰山荘移転改築工事に関しまして、建設部長より説明がなされた

ところでございますが、今回の補正予算につきましては、そのスライド分と併せまして、

地盤改良に係る工種の追加による増額分４５，０５６千円を補正し、補正後の額を９６

４，６４２千円とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたしま

す。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は

お願いします。後藤委員。 

○委員（後藤健） 工種の追加のところ聞きたかったんですけども、地盤改良で４５，０

００千円ということですけど、これって最初の段階で分からないものですかね。その地

盤の改良が必要かどうかというところは。 

○委員長（小山緑郎） 大屋敷次長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉課長（大屋敷忠之） 恐れ入ります。私の説明があれでした

けども、増額分全額工種変更ということでなく、スライド分と併せまして。工事着工し

てから、軟弱地盤のところが分かったということで。 

○委員（後藤健） その軟弱地盤のところが最初から分からなかったかという。 

○健康福祉部次長兼社会福祉課長（大屋敷忠之） 地盤調査はしておりますけれども、そ

こまでの結果がでてこなかったということでございます。それによる追加という形でご

ざいます。 
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○委員長（小山緑郎） いいですか。 

○委員（後藤健） はい。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。次に、高橋児童家庭

課長。 

○児童家庭課長（高橋利省） 引き続きまして、児童家庭課所管の補正についてご説明申

し上げます。補正予算書は同じく１３頁でございます。事業説明書はありません。３款

２項３目６１事業「法人立保育所補助金」の財源振替につきましては、先にご説明あり

ました「がんばる地域交付金」の充当によるものであり、平成２６年度当初予算計上の

「おおた保育園の認定こども園化に要する改修費補助」に８，３５９千円、６月補正計

上の「はなだて保育園耐震補強工事費補助」に７，６００千円、合わせて１５，９５９

千円充当し、財源振替を行うものであります。 

以上、児童家庭課所管の補正につきましてご説明を申し上げましたが、よろしくご審

議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は

お願いします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。 

以上で、議案第１０１号、健康福祉部所管の補正予算について、説明を終了します。

なお、討論・採決は教育委員会所管の補正予算説明終了後に行います。 

ここで、説明職員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

（ 休 憩  午前１１時０６分 ） 

（ 再 開  午前１１時１５分 ） 

○委員長（小山緑郎） それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 ここからは、教育委員会関係の議案について審査いたします。 

はじめに、三浦教育長からご挨拶をお願いしたいと思います。 

○教育長（三浦憲一） 本会議、或いは常任委員会と大変お疲れの中私たち教育委員会の

審議ということで、なんとかよろしくお願い申し上げたいと思います。教育委員会の方

は条例改正２件、それから一般会計補正予算、特別会計予算２件等ございます。よろし
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くご審議の程お願い申し上げたいと思います。また、この前は、市の教職員修会に大変

お忙しい中、ご参列いただきましてありがとうございました。お陰様で、資料おあげし

ておりますが、全国学力テスト学力面、生活環境面で非常に子ども達が頑張って高く安

定した状況が続いているということで、本当にありがたいなとこう思ってるところであ

ります。子ども達或いは学校、家庭、地域の役割それぞれしっかりと手を繋ぎまして、

こういう成果になっているんでないかなというふうに思っておりまして、大変ありがた

いなとこう思っているところであります。このあと、学校関係は３年生はいよいよ進路

に向かいますし、１，２年生は新人戦とそれから文化祭等、大変また忙しくなります。

生涯学習の方は国文祭、文化財の方もそうですね。国文祭に向けてまた新たなスタート

になるわけですし、学校給食関係は西部の建築含めて、スポーツの方は５００歳野球と

大変スケジュールが忙しい状況がこの後も続きますが、錦織選手の頑張りの姿をしっか

りと私たちも捉えて、肩こりなんかにはなったりしないように頑張っていきたいと思い

ますので、よろしく今後ともお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） ありがとうございました。 

  次に、滝沢生涯学習部長より、発言の申し出がありますので、これを許可します。 

 滝沢生涯学習部長。 

○生涯学習部長（滝沢清寿） 議案ご審議の前にご了承賜りたい件につきまして、説明を

申し上げさせていただきます。去る７月１７日開会の教育福祉常任委員会所管事務調査

におきまして、懸案事項となっていました大仙市生涯学習施設、スポーツ施設の料金改

定について、その素案を両課長から説明を申し上げたところであります。その中で、料

金改定に伴う条例改正を第３回、本定例会に上程し、平成２７年４月１日を施行日とし

たい旨を説明申し上げたところでありますが、明年１０月に予定されております消費税

率再引き上げに伴う市全体の公共施設使用料等の改定に伴う条例改正案を平成２７年第

１回定例会に上程し、平成２７年１０月１日を施行日とする方向で調整中であることか

ら、生涯学習施設・スポーツ施設につきましても議会への上程及び施行日を併せたいと

思っているところでございます。参考までですが、平成２５年１２月議会で消費税が３％

引き上げの際、関連する市全体で１０１の条例改正が上程されていますので、２７年第

１回定例会においても、消費税が再引き上げとなれば同数程度の条例改正が上程される

ものと思われます。なお、７月の所管事務調査の際にもご説明申し上げておりますが、

生涯学習・スポーツ施設の料金改定につきましては、合併前の事前協議で懸案でありま
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した地域格差や施設そのものの格差、建築経緯の相違等に絡む利用料の未調整を是正し、

利用者の公平性を確保しつつ一定の受益者負担及び減免について統一するものでありま

す。議案上程時期及び施行日が６カ月後遅れということになりますが、内容的には所管

事務調査で説明した通りであります。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご了承賜りますようお願い申し上げます。  

○委員長（小山緑郎） ありがとうございました。本件については、了承ということでよ 

ろしくお願いいたしたいとこのように思います。 

○委員長（小山緑郎） それでは、審査に入ります。議案第９２号「大仙市民体育館条例

の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。当局の説明を求めます。

伊藤スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それでは、資料№１、議案書の４頁及び５頁をご覧願

います。議案第９２号「大仙市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について」ご

説明申し上げます。これは、協和小学校の統合に伴い、廃校となった旧船岡小学校の体

育館を平成２０年度から市民体育館として活用しておりましたが、この度、雇用の確保

及び地域活性化を図るため、普通財産に用途変更した上で県内企業に貸し付けすること

とし、体育館施設を廃止するものでございます。旧船岡小学校は、統合による廃止後、

地域活性化、雇用創出の観点から、企業へ貸し出しすることとして、既にエーピーアイ

（株）が平成２２年１２月から教室棟などを活用して歩行環境シミュレーター「わたり

ジョーズ君」などの製造・研究開発事業を行っております。今年５月に、秋田市に本社

を置く（株）秋豊ネットライズからグラスウールを使ったプラスチック強化樹脂の製造

事業生産拠点として活用したい旨の要望がありまして、市長部局を中心に調査及び準備

を進めているところでございます。貸し出し部分は、体育館をプラスチックの原料製造

工場とするほか、校舎の空き部分も事務室やストックヤード、展示場等として活用する

こととしており、企業への貸し付けが確定した場合、改修工事に着手する前に建築基準

法や消防法関連等の手続きや賃貸借契約を締結する必要があることから、事前に用途変

更を伴う条例廃止をお願いするものでございます。なお、秋豊ネットライズの計画では、

創業時に１１名程度、将来的には３５名程度の雇用計画となっており、８月１８日に現

在、船岡体育館を利用されている２団体を含めた地域住民を対象に説明会を開催し、概

ね理解を得られております。次に、資料をご覧ください。議案第９２号関連資料と書い

たものでございます。１頁から順序に説明させていただきます。はじめに、船岡体育館
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の概要ですが、昭和５７年５月に建設されて、既に３２年が経過しております。延べ床

面積は８５３㎡となっております。２つ目、現在の利用団体ですが、バレーボールのス

ポーツ尐年団が月に４回程度、中野バドミントン同好会が月に２回程度使用しておりま

すが、バレーボールスポーツ尐年団は、主な活動場所を徐々に協和小学校に移していく

予定となっております。３つ目、利用状況ですが、平成２５年度は年間で１，２６７人、

１０３件の利用となっております。その内、自衛隊の訓練や秋田市からの団体で１０件、

２２２人が利用されております。次に、企業情報でございますが、要望のありました企

業は、株式会社秋豊ネットライズで、秋田市土崎に本社を置き、仙台や大館、中仙など

に５つの営業所を構えております。業種といたしましては、一般貨物自動車運送業をは

じめ、自家用自動車運行管理業、貨物取次業を主な業種としております。大仙市におい

ては中仙地域における公用バスの運行業務を受託されております。設立は、昭和４６年、

資本金２２，５００千円、従業員数１１４人となっております。次に、強化プラスチッ

クペレットの製造事業につきましては、投資額は見込みですが１億６千万円、旧船岡小

学校の校舎で現在エーピーアイが使用していない部分と体育館を活用する予定となって

おります。今後の予定といたしまして、文部科学省への用途変更手続き、賃貸借契約の

締結、企業側としては改修工事に係る設計と各種申請手続きを経て、年内には改修した

いとのことです。操業は、平成２７年当初を目指しているようでございます。次に、製

造した強化プラスチックペレットの用途ですが、薄型成型品、電気器具製品、自動車部

材、ＯＡ機器などに用いられることとしております。２頁目をご覧願います。年度別生

産計画となっております。創業当初は、１日４ｔの生産量としておりますが、尐しずつ

増産して将来的には１日２０ｔを目標としております。次に、雇用計画ですが、操業時

は１１名、将来的には３５名の雇用創出を見込んでおります。賃貸借料は、過去の空き

校舎貸付けの前例にならいまして、固定資産税相当額とし校舎、体育館を合わせて年額

１，６００千円程度を想定しております。地下水・排水・騒音につきまして、はじめに

地下水ですが、校舎敷地の下の方に湧き水があり、飲めるほどの水質の地下水であるこ

とから、ボーリングにより１日あたり３０立米程度を使用する予定としております。排

水につきましては、製造過程で水に溶けて流出するような薬品等の使用もなく、さらに

浄化槽処理後の正常基準値以内の排水となりますので、環境には影響を及ぼさないとい

うことでございます。加熱処理作業とペレット切断作業の時に多尐の音は発生しますが、

騒音の害に及ぶレベルではないようです。３頁をご覧願います。秋豊ネットライズから
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提供いただいた資料になります。１事業目的ですが、特許取得済みである最先端技術に

よって、プラスチック強化樹脂の製造と研究開発を通じて、地域経済に貢献することと

しております。２と次の頁、３を合わせて、製造する強化樹脂について簡単に説明させ

ていただきますと、企業や家庭から回収される廃ガラスを再利用いたしまして、プラス

チック製品の原料となるペレットを製造するものでございます。従来は、強化材として

グラスファイバーを使用していたものを、グラスウールを混ぜ込むことにより、製品の

強度が均一に高まり、耐熱性も向上いたします。この製法は、東京都荒川区に本社を置

きますナノダックス株式会社による特許製法で、秋豊ネットライズが業務提携して製造

するものであります。当面はグラスウールをナノダックスから調達し技術指導を受けて

製造することとしております。５頁以降、７頁まで改修及び活用予定の範囲を示した図

面を添付させていただきました。６頁の左側が体育館となっており、製品の製造工場と

する予定です。校舎は赤く囲んだ部分となりますが、１階部分の教室などは、製品の原

材料ストックヤードとして活用し、７頁２階部分の教室などは、事務室、社員休憩室、

応接室などに活用する予定となっております。 

 以上、説明いたしましたが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は、お

願いいたします。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 今現在、利用団体のところ書かれてますけど、これ止めたとしたらば

こういった人たちは、今度どういった代替え施設を求めていくんですかね。よろしくお

願いします。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） バレーボールのスポーツ尐年団につきましては、協和

小学校の方に今尐しずつ主な活動拠点を移動しているところでございます。その他には

サンスポーツランド協和体育館なども利用して、船岡小学校を使っていた分を他で賄う

というような形にしておりますし、なかのバトミントン同好会の方も同様近隣に体育館

を利用するというふうに伺っております。 

○委員長（小山緑郎） 石塚委員。 

○委員（石塚柏） 工場にしたらば、困るという人はでてこねすか。大丈夫ですか。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 



   - 25 - 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） 今まで企業側等とも説明会等も開催をいたしまして、

概ねご理解をいただいているという段階でございます。 

○委員長（小山緑郎） いいですか、石塚委員。 

○委員（石塚柏） 結構です。 

○委員長（小山緑郎） 他に。大山委員。 

○委員（大山利吉） これ課長の範囲を超えるかどうか分からないから、分からなければ

分からねで。この会社はどっかさ行こうとしておったんだすか、なかったんだすか、そ

れ１点と。１，６００千円のこの契約、賃貸というのは何年契約なもんだすか、ちなみ

に。もう１点、この文科省の用途変更というのは、建物何十年過ぎてもやっぱり出さね

ばだめなもんだべな。例えば、とっくに借金も終わって、返済も終わってなっても用途

変更は。この３つ。振興課長の枠超えたら、答弁結構ですので。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それでは１つ目でございます。秋豊ネットライズさん、

実は昨年秋田市との新都市産業区に進出の話がございまして、そちらのほうは新聞紙上

にも載っておりましたのでご存じかと思われますけども、実際に新都市産業区、こちら

の方調べたところプラスチックペレットを冷却する際に水を使用しますが、その製品の

品質を保つために高い水質が必要だということでございます。いい水質を求めるという

ことでございます。その同工業団地内の企業に工業用水について聞き取り調査を行った

ところ、秋豊ネットライズが聞き取り調査を行ったところ、不純物の処理があまりよく

ないとの情報があったため、地下水の調査を行った結果、地下水が出ないということが

判明したので、やむなく断念したというふうに伺っております。 

○委員（大山利吉） そういうことなんだ。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） ２つ目、１，６００千円、想定でございますけれども、

年額１，６００千円で５年契約ということで伺っております。それから３つ目でござい

ますが。 

○教育指導部次長兼教育総務課長（佐藤彰洋） 委員長、国庫納付金の返還についてです

けども、こちら私の方からご説明させていただきます。 

○委員長（小山緑郎） 佐藤次長。 

○教育指導部次長兼教育総務課長（佐藤彰洋） 借金というのは、地方債の方はもう終わ

ってるわけです。その際に補助金を国の方からいただいております。この補助金という
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のは建物の構造によって年数が定められております。それで鉄筋コンクリートでしたの

で、その平成１２年以前のものは６０年というふうな年数でございます。今は平成１３

年以降は４７年になっておりますので、６０年ということでまだその年数は経っており

ませんので、その間、もし有償で貸出する場合はそういうふうに返還するというふうな

ことで、無償の場合は報告だけで結構なんですけれども、有償の場合はそういうふうな

ことで、それ以上の基金を積み立てなければいけないというふうなことになっておりま

すので、そういうことでございます。ちなみに鉄骨は４０年、木造は２４年というふう

なことで、平成１２年以前のものはそういうふうになっております。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 

○委員（大山利吉） 我々本当にばかくさい話だもんな。なんにも文部省さそんたの出さ

ねたて、とっくに過ぎてらものだったら、市独自で判断してやればいいんたもんだども

な。そういうふうになってるんだ。分かりました。 

○委員長（小山緑郎） いいですか。 

○委員（大山利吉 ） はい。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第１００号「平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更

について」を議題といたします。当局の説明を求めます。伊藤スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それでは、資料№１議案書の６２頁をご覧願います。

議案第１００号「平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について」

ご説明申し上げます。これは、大仙市スキー場事業特別会計に、一般会計からの繰入額

を７８，８５５千円以内から、このあと議案第１０３号で説明いたします太田大台スキ
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ー場の設備や機器の修繕費３，６４０千円を補正し、８２，４９５千円以内に改めるこ

とについて、地方財政法第６条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 以上、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある方は、

お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第９７号「大仙市仙北民俗資料館設置条例を廃止する条例の制定について」

を議題といたします。当局の説明を求めます。細川文化財保護課長。 

○文化財保護課長（細川良隆） 議案第９７号についてご説明申し上げます。議案書の５

８頁と５９頁をお開き願います。「大仙市仙北民俗資料館設置条例を廃止する条例の制定

について」でありますが、これは仙北地域の国指定史跡払田柵跡地内の、旧池田氏庭園

払田分家庭園に隣接して設置しております民俗資料館を廃止する条例であります。廃止

する理由につきましては、平成２４年度までに実施いたしました市内の資料館等の統合

及び資料の集約によりまして、大仙市総合民俗資料交流館に資料を移管していることに

加え、施設が老朽化し、再利用が不可能なため、解体を前提に廃止する必要があります

ので、当該条例を廃止するものであります。なお、施行期日は、平成２６年１０月１日

であります。 

どうか、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は、お

願いします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第１０１号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第５号）」のうち、教

育委員会所管の予算についてを議題といたします。当局の説明を求めます。杉山学校給

食総合センター所長。 

○学校給食総合センター所長（杉山光行） 議案第１０１号「平成２６年度大仙市一般会

計補正予算（第５号）」についてご説明いたします。資料№２の大仙市補正予算書１８

頁をご覧願います。１０款１項４目９０事業の学校給食事業特別会計繰出金についてで

すが、 補正前の額７２９，０９６千円、補正額１，１７７千円、補正後の予算を７３０，

２７３千円とするものであります。繰出金の内訳ですが、詳細については議案第１０２

号「平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」でご説明申し上げ

ますが、補正内容は、西部学校給食センター整備事業の建築工事の請負契約におけるス

ライド条項適用による増額であります。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願いいた

します。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。この後も説明が続きますが、課ごとに質疑

を行っていきたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 異議なしと認めます。それでは、ただいまの説明に対しまして、

質疑がございましたらお願いします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。次に、佐藤教育指導

部次長兼教育総務課長。 



   - 29 - 

○教育指導部次長兼教育総務課長（佐藤彰洋） 私の方から教育総務課所管につきまして、

補正予算を説明させていただきます。説明資料につきましては、今見ました資料№２と

それから主な事業の説明書、こちらの方をご覧いただきたいと思います。はじめに主な

事業の説明書を使いまして説明させていただきます。１９頁をご覧いただきたいと思い

ます。事業名「校舎等維持補修及び施設整備費」でございます。これは小学校関係でご

ざいます。補正額６，０９９千円でございます。この事業は、児童の安全で安心な学校

生活環境を提供するため教育施設の維持補修及び整備を図ることを目的としてございま

す。２の事業の概要でございます。来年度、中仙小学校に肢体不自由児童が１名が特別

支援学級に入学予定となりました。その対応としてその児童が使用するトイレを改修す

るものでございます。また、児童が学習する教室にいたるまでの玄関から廊下について

もバリアフリー化を行い、廊下の段差解消及び手摺り等の設置を行うものでございます。

工事の内容は廊下手摺り新設工事、それから玄関スロープ新設工事、それから避難口ス

ロープ新設工事、それから児童用女子トイレ改修工事でございます。事業費は設計委託

費３７８千円、工事費５，７２１千円で合計６，０９９千円でございます。また、財源

の振り分けでございますけれども、今回、国から「がんばる地域交付金」の配分があり

ました。それに伴い当該事業費に対しましても財源振替がありましたのでご説明させて

いただきます。この交付金は、景気回復が波及していない財政力の弱い市町村が実施す

る建設公債の対象となる補助事業や、地方単独事業の地方負担の軽減を目的に、国の平

成２５年度の補正予算（第１号）において特別措置として創設された交付金であり、国

では総額８７０億円を補正予算計上しております。これまで、財政課の方で交付金の算

定対象事業やそれに係る地方負担額調整が行われ、８月１２日付けで当市への交付額１

４６，２５０千円の配分決定があったことから、今回、当初予算計上済みの１０事業の

他、今次定例会の補正予算の一般財源分に交付金を充当するものでございます。なお、

この交付金は制度上、地方債発行対象事業のみ充当可能でございます。でありますので、

大規模改修だとかそういうふうな多額の工事費に充てられるというふうなことで、今回

のこの４，４６２千円は花館小学校、それから藤木小学校の高圧受電設備改修費の契約

額４，４６２千円に充当するためのものでございます。４の補正額の財源内訳ですけれ

ども、今申し上げました国県支出金には「がんばる地域交付金」４，４６２千円で残り

の１，６３７千円が一般財源というふうになってございます。 
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次、２０頁をご覧いただきたいと思います。事業名「学校施設天井等落下防止対策事

業費」でございます。内容は小・中学校施設の天井等落下防止対策についてでございま

す。補正額５３，５８４千円であります。当初予算で計上されておりました屋内体育館

等の点検・調査が終わり、その結果に基づき対策工事を実施するものでございます。そ

の点検結果について、ご報告させていただきます。前もってお渡ししております教育福

祉常任委員会の防止対策事業の点検結果対策費用一覧というものをご覧いただきたいと

思います。めくっていただきますと、結果報告書には、小・中学校別に学校名、それか

ら施設名それから点検項目といたしまして、吊り天井、それから照明設備、バスケット

ゴール、それから音響設備等となっております。点検の結果、対策の必要とされる箇所

は対策要とし、必要の入らない箇所は対策不要と明記してございます。また、横棒ハイ

フンは設置されていないことを示しております。また、概算工事費、それから設計費等

や概算の工事の期間が明記されております。全体事業費の合計は約６億円でございます。

この点検結果に基づきまして、協議調整し現在のところは今年度実施する学校は、学校

名が赤く塗りつぶしてあります大曲小学校と西仙北小学校であります。補正予算といた

しましては、大曲小学校の工事費、それから西仙北小学校の設計委託料と工事費及び吊

り天井のある学校として青い字で明記されております小学校６校、それから中学校４校

の実施設計費を計上したところでございます。それではまた、事業説明書の方に戻って

いただきたいと思います。事業説明書の２０頁でございます。点検結果の報告で申し上

げましたとおり、補正額の計上は吊り天井のある体育館等掲載されてあります東大曲小

学校他６校分の実施設計費６，３０１千円、それから大曲中学校他３校分の３，９４８

千円を委託料で計上し、補助交付決定の承認がされてあります大曲小学校の工事費４１，

３７５千円と、それから補助対象外、結局４，０００千円以上がこの補助対象となって

おりますので、西仙北小学校はそれに達しておりません。工事費１，９６０千円でござ

いますので、それと合わせた合計が４３，３３５千円を計上したものでございます。補

正額の財源内訳につきましては、国県支出金が防災対策推進学校施設環境改善交付金と

して１３，７９１千円、それから地方債といたしまして３９，７００千円、残り一般財

源９３千円というふうになってございます。 

次に、主な事業説明書になかったもので、資料№２補正予算書をご覧いただきたいと

思います。１８頁です。財源振替のみの補正計上のため、事業説明書がないものでござ

います。１８頁の１０款３項の中学校費の１２事業「校舎等維持補修及び施設整備費」
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であります。これも小学校費と同様に「がんばる地域交付金」が充当されておりまして、

対象事業は南外中学校、それから大曲南中学校の高圧受電設備改修費、それから南外中

学校給油設備改修工事に１９，９７７千円を充当し一般財源との財源振替をしたもので

ございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い 

申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は

お願いいたします。大山委員。 

○委員（大山利吉） バスケットのリングとか、照明とか音響分かるども、吊り天井って

ばなんただやつなのか。なっただやつだが、俺分からね。 

○委員長（小山緑郎） 佐藤次長。 

○教育指導部次長兼教育総務課長（佐藤彰洋） 天井の鉄骨があるわけですけども、そこ

に直接天井をつけてないで、そこから棒でつり下げて、まっすぐに天井をボードで貼っ

ているものを言っているものでございます。やっぱりむき出しの体育館もございますけ

れども、やはり天井をつけた体育館も設置してある学校もございますので、それが今言

った青い字で書かれてある学校です。 

○委員（大山利吉） 全ての小中はいつまで。 

○委員長（小山緑郎） 佐藤次長。 

○教育指導部次長兼教育総務課長（佐藤彰洋） 計画では平成２８年度までというふうな

当初の計画でしたけれども、国の方針の推進の通知がございまして、２７年度で終了せ

よというふうなことで、まずいち早く市としてもそれに対応していきたいなと考えてお

ります。 

○委員（大山利吉） この学校みんな。 

○委員長（小山緑郎） 佐藤次長。 

○教育指導部次長兼教育総務課長（佐藤彰洋） まずやりたいというふうなことで今思っ

ております。 

○委員（大山利吉） 大変だすな。耐震やって、吊り天井やって、次何でてくるべな。は

い、分かりました。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。次に、細川文化財保

護課長。 

○文化財保護課長（細川良隆） 同じく補正予算の文化財保護課の所管分についてご説明

申し上げます。補正をお願いする内容につきましては、資料№２、平成２６年度大仙市

補正予算及び資料№２－１主な事業の説明書でご説明させていただきます。最初に資料

№２補正予算の１８頁をお開き願います。中段になりますけども、今回の補正予算は１

０款５項６目の「文化財保護費」のうち３つの事業について、合わせて１８，２６４千

円の補正をお願いするものであります。最初に財源振替として、先に教育総務課で説明

いたしました「がんばる地域交付金」充当事業の、文化財保護課所管事業ついて説明さ

せていただきます。文化財保護課関係の「がんばる地域交付金」の充当は、平成２６年

度当初予算に計上していただいた１４事業の「払田柵跡環境整備事業費」の３０，３４

５千円のうち「払田柵跡復元材木塀建替工事」の補助残に対して、この交付金１２，９

３３千円を充当する財源振替となっております。次に、１１事業と１６事業の補正につ

きましては、資料№２－１の事業説明書で説明させていただきます。２２頁をお願いい

たします。１１事業の「文化財保護施設管理費」についてであります。補正は、払田柵

跡出土品収蔵庫と仙北民俗資料館の解体に要する経費として、新規に１２，２１０千円

の追加をお願いし、補正後の予算額を３０，８５４千円とするものであります。事業の

目的と概要についてでありますが、資料館の廃止をお願いする条例で説明させていただ

きましたが、平成２４年度までに実施した資料館等の統合及び資料の集約によりまして、

払田柵跡出土品収蔵庫と民俗資料館の資料は、大仙市総合民俗資料交流館などに移管さ

れ、建物も老朽化し、再利用が不可能となっておりますので、この建物を解体する経費

の補正をお願いするものであります。この２つの建物は、同一敷地内に設置されており、

収蔵庫が鉄筋コンクリート造り２階建て、延べ床面積が２０３.８平方メートル、資料館

は鉄骨作り平屋建て、延べ床面積が２５９平方メートルとなっており、それぞれ建築後

４３年、３８年というふうな機関を経過したものとなっております。なお、今後の方向

性としましては、施設の維持管理費の縮減はもちろんですが、資料の集約先の「くらし

の歴史館」の充実が図られることにつながりますし、解体することで、隣接する払田分

家庭園の景観向上にも貢献することができると期待されます。補正の財源についてであ

りますが、１２，２００千円が公共施設解体事業債の充当で、一般財源は１０千円とな

っております。次に、資料の２３頁、１６事業の「旧池田氏庭園管理費」についてお願
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いいたします。旧池田氏庭園管理費につきましては、当初予算に１２，６０５千円を計

上していただいておりますが、今回６，０５４千円の追加をお願いし、補正後の金額を

１８，６５９千円とするものであります。補正の目的と概要につきましては、年次計画

で進めておる受付施設とガイダンス広場及び駐車場が、秋の国民文化祭にあわせて完成

することにより、これらの施設の安全利用を目的に、備品購入や補完的設備の整備と維

持管理に要する経費の補正となります。項目は３つに分かれております。１つ目が、米

蔵の補完的設備を整備する経費１，５８６千円であります。内訳は、バリアフリー対策

として、出入口などにスロープを設置する経費７２０千円、漆喰扉を開放時に安定させ

る保護枠、いわゆる鞘の設置に４４３千円、冬囲い等の雪対策が４２３千円となってお

ります。２つ目は、受付施設に係るものとして２，７５３千円であります。その内訳は、

外構と修景整備に１，４２５千円、出入口の雤どいや冬囲いの設置などのほか、建物の

維持管理費が４８９千円となっております。３つ目は、備品関係に１，７１５千円であ

ります。内訳は、万が一の時に備えたＡＥＤ、自動体外式除細動器の設置ですけれども、

その他に来園者のためのベンチや折りたたみテーブル、イベント用のテントなどの管理

備品を整備するものであります。今後の方向性についてでありますが、米蔵や便益施設

の完成で、本家庭園の利便性が高まることから、今後の公開活用の拡大に大きな弾みと

なります。今後は来園者の安心と安全に配慮しながら、さらに庭園や地域の文化と歴史

の理解につながる管理運営を目指すものであります。なお、補正額の財源は全額一般財

源となっております。 

以上、３つの事業の補正についてご説明申し上げました。どうかよろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は

お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 ここで、昼食のため、休憩します。再開は午後１時といたします。 

（ 休 憩  午後１２時０３分 ） 

（ 再 開  午後 １時００分 ） 

○委員長（小山緑郎） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に、伊藤スポーツ振興課長。 
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○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それでは、資料№２の補正予算書の１８頁をご覧願い

ます。教育費６項「保健体育費」に１５，８８６千円の補正と８，９８７千円の財源振

替をお願いするものでございます。内訳といたしまして、はじめに１目９０事業「スキ

ー場事業特別会計繰出金」ですが、この後議案第１０３号で説明します太田大台スキー

場の設備や機器の修繕費に伴う繰出金として３，６４０千円の補正をお願いするもので

あります。また、２目１１事業「体育館改修事業費」について、平成２６年度当初予算

計上の「太田体育館耐震補強工事費」の補助残に、先に説明のありました「がんばる地

域交付金」８，９８７千円を充当し、財源振替をお願いするものであります。 

 次に、１目２０事業「小・中学生ウィンタースポーツ推進事業費」につきましては、

主な事業説明書２４頁をご覧願います。この事業は、市内の小・中学生が雪国の特性を

活かして、スキー技術の習得を図ることと、地元のスキー場を家族で利用していただく

機会を提供することを目的として、平成１７年度から実施しております。無料共通シー

ズン券の交付対象は、小学生全学年、中学１～２年生と大曲養護学校生並びに区域外就

学の小・中学生を含めた５，２００人超となっておりますが、転入転出によっては、若

干の変動がございます。シーズン券使用料の積算に当たっては、過去２年間の利用実績

の平均値を根拠に８２０円の単価を乗じた額１２，１２４千円を見込んでおります。実

際の運用に当たっては、利用実績に応じて各スキー場に支払うことになります。この他、

シーズン券印刷費等を含めた１２，２４６千円の補正をお願いするものでございます。 

 以上、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は

お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、質疑を終結いたします。これより討論を行い

ます。討論はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。次に、議案第１０２号「平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第

２号）」を議題といたします。当局の説明を求めます。杉山学校給食総合センター所長。 

○学校給食総合センター（杉山光行） 資料№２の大仙市補正予算書の２３頁をご覧願い

ます。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３，１７７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０８９，３４１千円とするものでございます。

２６頁目をご覧ください。第２表、継続費補正につきましては２３，１７７千円増額し、

補正後の総額を７０５，０９１千円とするものでございます。次の２７頁をご覧くださ

い。第３表、地方債補正につきましては、学校給食センター整備事業債の限度額を２２，

０００千円増額し、補正後８９８，６００千円とするものです。次に、資料№２－１の

主な事業説明書２１頁目をご覧願います。事業名「西部学校給食センター整備事業費」

補正額２３，１７７千円。補正額の内容でございますが、概要といたしまして、建築工

事請負契約によるスライド条項適用による増額によるもので、内容は工期内に急激な賃

金又は物価等の変動が生じたため、工事請負代金について増額するものでございます。

補正額は２３，１７６，８００円でございます。また、これに伴い継続費につきまして

も、補正後の総事業費が７０５，０９１千円となります。補正額の財源内訳は、市債２

２，０００千円、一般財源が１，１７７千円でございます。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある方は、

お願いいたします。佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 給食費、一般質問で無料にしてけれとかっていう質問ありましたけ

ども、ＰＴＡ連合会とか父兄の方から無料にしてけれとか安くしてけれとか、そういう

要望とか話し合いあるもんだすか。 

○委員長（小山緑郎） 小笠原部長。 

○教育指導部長（小笠原晃） 給食費の無料化につきまして、ＰＴＡ等からの要望は今ま

であがってきておりません。 

○委員長（小山緑郎） 佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 単価下げてけれとかも。 

○委員長（小山緑郎） 小笠原部長。 
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○教育指導部長（小笠原晃） ４月に値上げしたわけですけれども、その事前に色々と協

議を説明させていただいて校長会、それからＰＴＡご了解いただいて、値上げという形

にさせていただきました。 

○委員長（小山緑郎） よろしいですか。 

○委員（佐藤芳雄） はい、分かりました。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。次に、議案第１０３号「平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第

２号）」を議題といたします。当局の説明を求めます。伊藤スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それでは、議案第１０３号「平成２６年度大仙市スキ

ー場事業特別会計補正予算（第２号）」についてご説明申し上げます。補正予算書は、

３５頁から４１頁になります。ここでは、大仙市スキー場事業特別会計の歳入歳出に､

それぞれ一般会計からの繰入金３，６４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それ

ぞれ８２，５５１千円とするものであります。３，６４０千円の内訳といたしまして、

資料№２－１主な事業の説明書の２５頁、最終頁をご覧願います。スキー場運営にあた

りましては、安全・安心を最優先に、事故や災害を未然に防ぎ、健全で利用者に喜ばれ

るスキー場運営を目指しております。概要でございますが、太田大台スキー場の（１）

ビジターハウストイレの改修に１，７５３千円、（２）ロマンスリフト主電動機回転制

御システムの修繕に１，２３１千円、（３）ロッジ暖房機の更新に６５６千円、以上３

件の修繕費に要する経費でございます。はじめにビジターハウスのトイレ改修ですが、

この施設は夏には自然体験やパラグライダー、冬はスキー場の事務所や休憩所として年

間利用されております。今般、木造公共施設等整備事業で新築される休憩所にはトイレ

を設置せずに、隣接するビジターハウスと連絡通路を利用してトイレを共有することと
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しております。現在、ビジターハウスの大便器は、男子２基と女子３基ありますが、そ

のうち男女とも１基ずつが和式の便器となっております。スキー靴を履いたままで利用

するにあたっては、全ての便器を洋式に改修すべきと思っております。また、水洗に当

たっても、現在、泡洗浄タイプの簡易水洗となっておりますが、効率の悪さと紙詰まり

の要因となり、結局は水で流すことになってしまうことから、簡易水洗の方式を全て水

洗浄タイプに更新するものでございます。次に、ロマンスリフト主電動機回転制御シス

テムの修繕でございますが、昨シーズンの１月３日に第１リフトの速度異常が発生した

ため、保守管理業者に調査を依頼したところ、速度指令用基盤の故障と判明しました。

速度を固定した半自動運転モードに切り替えての運転は可能でありましたが、緊急時や

初心者に対応した減速運転が出来ないことと、頻繁に始動停止を繰り返すことでモータ

ーやブレーキに負担が掛かり、更なる故障に繋がることなどから、保守管理業者所有の

予備基盤を一時的に借用してシーズン終了まで応急的に対処してきたところであります。

速度指令用基盤は平成６年に設置して既に２０年が経過したことから現在製造されてお

らず、交換には受注製作が必要であり、この制御装置と連動して速度の異常を感知する

パイロットモーターの交換、更には主電動機回転制御システムプログラムの作成と、機

材品の手配に発注から２カ月ほどを要するため、今シーズンの営業に間に合うように修

繕するものであります。次に、ロッジ暖房機の交換ですが、これも今年２月にロッジ２

階食堂に設置してある暖房機２台が故障したため、業者に修理を依頼したところ、バー

ナー部分の故障と判明されました。しかし、こちらも平成６年に設置して既に２０年を

経過したことから、現在必要な部品が製造されておらず、修理不可能であったため、シ

ーズン終了までブルーヒーターで対応いたしましたが、充分な効果が得られなかったこ

とから、今シーズンを前に暖房機を更新するものであります。 

 スポーツ施設を利用される方々の安全と利便性確保のため、以上 ご審議の上、ご承認

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は、お

願いいたします。後藤委員。 

○委員（後藤健） 中身は全然あれなんですけども、リフトと暖房機とどっちも２０年以

上経過してということでしたけども、老朽化による故障ということですよね。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 
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○スポーツ振興課長（伊藤優俊） 老朽化によるものと思います。更に部品等が製造され

ておらないので、新しく受注生産ということになるかと思います。 

○委員長（小山緑郎） 後藤委員。 

○委員（後藤健） これ、他に２０年前後経過してるこういった施設というのはどれくら

いあるもんだすか。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） スキー場そのものがですね、結構なっておるもんです

から、リストでまとめてはおりませんが、多々あると思います。一応、それぞれ３スキ

ー場ございますが、年次計画的に摩耗してる部分とか計画的に修理をかけていく予定に

なっておりますが、やはり予算との関係もございまして、まだ今年は間に合うだろうと

いうのは、そのままやってみたりしてますので、２０年以上のリストはちょっとござい

ませんが、この後も、老朽劣化による故障はでてくるものと考えております。 

○委員長（小山緑郎） いいですか。 

○委員（後藤健） はい。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。大山委員。 

○委員（大山利吉） 伊藤課長、３つのスキー場、トイレ全部洋式これで。それともまだ

あるかな和式の。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） 大曲、協和、太田につきましては、太田の今これも含

めまして全部洋式化になっております。ただ、太田の一番奥の方のリフト券売り場の更

に奥の方にリフレッシュハウスがございますが、そちらの一部がまだちょっと和式、何

基かなっております。 

○委員（大山利吉） それは改修しなくても。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それもこの後改修していかなければならないなと思っ

ておりますが、今現在、今回新しく休憩所も設けますので、そことの連絡で使用頻度の

あるビジターハウスの便器を今回は補正であげさせていただいたと。 

○委員長（小山緑郎） いいですか。 

○委員（大山利吉） はい。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 
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○委員（大山利吉） これ、トイレはあまり寿命というのはねべども、まず何回も洋式ト

イレさ変えるためっていうふうに議案として予算さあげてこねたていいように、あと１

年くれでできるんだすな、トイレに関しては。 

○委員長（小山緑郎） 伊藤課長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） スポーツ施設全体につきましては、あと１年とは申し

上げられませんが、なるべく早急に洋式化にしていかなければならないと思っておりま

す。 

○委員長（小山緑郎） よろしいですか。 

○委員（大山利吉） はい、分かりました。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

ここで、説明職員入れ替えのため、暫時休憩します。 

（ 休 憩  午後１時１８分 ） 

（ 再 開  午後１時３０分 ） 

○委員長（小山緑郎） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、市立大曲病院の議案について審査いたします。はじめに、柴田事務長から、

ご挨拶をお願いいたします。 

○市立大曲病院事務長（柴田敬史） 本日ご審議いただくのは、剰余金の処分と決算の認

定という２件となります。決算自体は医業収益が多かったということ、角間川病院の除

却による欠損金の処理が昨年度で終了しておりますので、当期純利益がそのまま未処分

剰余金として残っているということ、あと今の病院建設したときの色んな設備、給配水、

空調、電気、といったものが耐用年数が過ぎている、その更新が大きな課題となってい
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るといったところが特徴となっております。あと、この場をお借りして、８月５日の日

にご説明いたしました自立支援にかかる訴訟について、ちょっとご報告したいと思いま

す。８月１１日に尐額訴訟という手続きに入りまして、ただ双方で意見の対立があると

いうこと、大仙市と市立病院という２つが被告となっていたんですけれども、組織とし

ては大仙市１つだといった整理がなされました。尐額訴訟という手続きではなくて通常

の訴訟に移行するということが整理されました。その後、裁判所の方から、訴訟として

争うよりも、まずもう１度話し合ってくださいということで、調停の手続き、訴訟は継

続したままで、調停の手続きをするということで、９月３日に１回調停を行っておりま

す。もうすぐですけども、９月１２日に２回目の調停を行うということになっておりま

す。大仙市としての対応ということで、総務課の方で対応しております。９月１２日の

辺りで、また別途ご説明することになると思っております。以上、今のところの進捗の

ご報告でした。それでは、決算の審査と剰余金の処分の審査の方、どうかよろしくお願

いいたします。  

○委員長（小山緑郎） ありがとうございました。 

それでは審査に入ります。議案第９８号「平成２５年度市立大曲病院事業剰余金の処分

について」を議題といたします。当局の説明を求めます。判田市立大曲病院事務次長兼 

管理課長。 

○市立大曲病院事務次長兼管理課長（判田基） それでは、議案第９８号「平成２５年度

市立大曲病院事業剰余金の処分について」をご説明申し上げます。資料№１の議案書の

６０頁をお開きください。本議案は、平成２５年度市立大曲病院事業会計の未処分利益

剰余金のうち、１，６００千円を減債積立金として、１４，０００千円を建設改良積立

金として処分し、それぞれ企業債の償還、建設改良工事費に当てるため積み立てるもの

であり、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決をお願いするもので

あります。この処分に係る計算書が資料№４の大仙市公営企業会計決算書の、市立大曲

病院事業会計決算書の８頁にありますのでご覧ください。病院事業会計におきましては、

施設整備の多くの部分が前年度末で減価償却期間を終了しまして、それらの更新等が今

後の大きな課題となってまいります。そのため、当年度末未処分利益剰余金３１，１６

２，３０９円のうち、減債基金に１，６００千円、建設改良積立金に１４，０００千円

を積み立てるものであり、これにより翌年度繰越利益剰余金は、１５，５６２，３０９

円となるものであります。なお、この処分につきましては、平成２４年度までそれまで
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計上していました欠損金が清算されたことによりまして、当年度に発生した利益の処分

が可能となったものでありまして、減債積立金については利益の２０分の１以上を目安

に、また建設改良費については、発生した利益から減債積立金相当額を差し引いた残額

のおおよそ２分の１程度を積み立てることしたものであり、病院事業の将来に向けた支

出に対応するため、会計処理手順に基づき利益の積立を行うものであります。 

  以上、「平成２５年度市立大曲病院事業剰余金処分について」ご説明申し上げましたが、

よろしくご審議の上ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある方は、

お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第１２３号「平成２５年度市立大曲病院事業会計決算の認定について」を 

議題といたします。決算の審査に当たっては、予算が適正かつ効率的に執行されている

かどうか、事務事業の執行が法令及び条例等に基づき適正に処理されているかどうか等

につき、監査委員の審査意見書等を参考に審査いたしたいと思います。当局の説明を求

めます。判田事務次長兼管理課長。 

○市立大曲病院事務次長兼管理課長（判田基） 議案第１２３号「平成２５年度市立大曲

病院事業会計決算の認定について」をご説明申し上げます。説明は、資料№４の大仙市

公営企業会計決算書の前半部分、市立大曲病院事業会計決算書により説明させていただ

きます。はじめに資料の１３頁をご覧ください。はじめに、病院の運営状況についてご

説明いたします。頁の中段、３の業務量とあります。その業務量として入院と外来の患

者数について記載しております。入院の延べ患者数でありますけども、２５年度の一番

右の合計欄です。患者数が４０，７７１人で、前年度と比較しまして２０５人の減とな
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っております。１日平均患者数が１１１.７人、病床利用率は９３.１％であります。入

院・退院の状況についてでありますけれども、入院患者数が１９１人、退院患者数が１

９９人で、前年度と比較しましてそれぞれ２２人、２３人と増加しております。入退院

患者の出入りが多かったということで、平均在院日数の前年度比較で３５.５日短くなっ

ております。次に下の表です。外来の年間延べ患者数でありますけども、２５年度１５,

３１７人で、前年度と比較しますと７５２人の増となっております。１日平均患者数は

６２.８人、前年度比較では３.４人多くなっております。患者の内訳でありますけれど

も、初診が４１９人、再診が１４,８９８人となっており、前年度比較で、初診が３２人

の減、再診が７８４人の増となっております。外来の年間延べ患者数のうち、精神科訪

問看護指導による延べ患者数は４６７人と前年度より９１人、率にして２４.２％の増と

なっております。 

次に決算についてご説明申し上げます。決算書の２頁、３頁をご覧ください。市立大

曲病院事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出であります。この表では決算額につ

いてご説明しまして、それぞれの主な内容につきましては１６頁以降の明細書でご説明

申し上げます。まず、収入の第１款、病院事業収益の決算額は９９１，１０５，３９４

円、下の表になります。支出の第１款、病院事業費用の決算額は９５９，９４３，０８

５円、収入支出差引きで３１，１６２，３０９円の黒字となっております。上の表の収

入の内訳でありますけれども、２行目、収入の第１項、医業収益は７７１，０８０，７

００円、予算に比較しまして２，６８３，３００円の減、率にして０.３％の減となって

おります。前年度決算と比較しますと２１，４７３，１８３円、率で２.９％の増となっ

ております。次の第２項、医業外収益は２２０，０２４，６９４円で、予算に比較して

４０２，６９４円の増、前年度決算と比較しまして６，９５４，２５３円、率にして３.

１％の減となっております。次に支出の内訳であります。下の表となります。２行目、

第１項、医業費用の決算額は９１７，３１４，４２５円で、予算との比較では３１，５

６７，５７５円尐ない支出となっております。前年度決算との比較では５，９１１，８

２１円、率にして０.６％の減となっております。第２項、医業外費用の決算額は４２，

６２８，６６０円で、予算との比較では３７５，３４０円の減、前年度決算との比較で

は２，５６８，０８１円の減となっております。第３項、予備費の支出はありません。

収入と支出の詳細につきまして、１６頁からの明細書に記載しておりますので、１６頁

をご覧ください。まず、収入の医業収益のうち、入院収益は３行目です。５４６，１７
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０，２８１円で、前年度決算に比較して１，７６１，５９２円、率にして０.３％の増と

なっております。これは、延べ患者数は減尐したものの、入院患者１人１日当たりの診

療収入が１１０円アップの１３,３９６円となったことによるものです。次に、外来収益

については２２１，０６９，２９９円、前年度と比較しまして１９，３６３，２７６円、

率にして９.６％の増となっております。これは、前年度に比較しまして、延べ患者数で

７５２人の増、患者１人１日当たりの診療収入で５８４円の増となったことによるもの

です。その他、医業収益につきましては、診断書料、また、介護保険主治医意見書等の

文書料の収入で３，８４１，１２０円の決算額となっております。次に、下の医業外収

益でありますけれども、まず預金利息として７０，６５６円、負担金交付金として一般

会計負担金が２１８，４７６千円、前年度と比較しまして７，３３４，５１９円尐なく

なっております。一般会計負担金につきましては、地方公営企業法に定められました繰

入基準内の支出額となっております。その他医業外収益としましては、自動販売機、ま

たコインランドリー等の手数料の収入としまして１，４７８，０３８円であります。以

上が収入の主な内訳であります。 

次、１７頁をご覧ください。支出の医業費用のうちの主な内訳としましては、まず給

与費が５２３，９７６，７６７円で、前年度決算額と比較しますと３，５４６，３４０

円、０.７％の増となっております。また予算との比較では２６，０００千円と大きな減

となっておりますが、これは２５年度におきましては恒常的に看護師が欠員状態にあっ

たこと、それから賃金で夜間勤務にも対応できる嘱託看護師等を募集しておりましたが、

応募者される方がいなかったことという理由によって、不用額となったものであります。

なお、給与費と医業収益の割合を示す人件費比率でありますが、これが６８.０％で前年

度決算比較では１.４ﾎﾟｲﾝﾄ減となっており、若干ではありますが改善されております。

次に、材料費でありますけども、これは１７９，９９３，１３８円、前年度決算比較で

は１６，２０１，１５２円、９.９％の増となっております。この材料費のほとんどが処

方薬の払い出し分の薬品費で１６９，４１４，４６７円であります。外来収益では、収

益に占める薬の割合が大きく、平成２５年度では外来患者が７５２人増となっているこ

とや、長期投与患者の増などによる処方量の増加などによりまして、その払い出し額が、

前年度比較で１５，６１９，５５８円、率で１０.２％の増となっているものであります。

次に、経費でありますけれども決算額が１６５，８１８，０２８円で、前年度決算比較

で４，２４８，０５７円、率にして２.６％の増となっております。増加の要因の大きな
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ものとしましては、光熱水費や燃料費、修繕費の増でありますけれども、光熱水費や燃

料費につきましては、使用する数量事態は小さな伸びでありましたけれども、単価の上

昇等によりまして消費金額が増加したものであります。次に、１８頁の減価償却費であ

りますけれども、これが４３，２４９，０９３円で前年度決算比較では３２，３１３，

８９５円の減となっております。これは平成２５年度で築後１７年が経過しまして、償

却が終了した設備が出てきたことにより償却額が尐なくなったものであります。これら

の設備については、今後更新の時期を迎えることを考慮しながら、適正な日常点検等を

行い、計画的に管理していく必要があると考えております。次に１９頁をご覧ください。

医業外費用であります。その内訳でありますけれども、その大部分が企業債利息の支払

いでありまして、これは企業債３件分の支払い利息４２，４８９，８６１円となってお

り、前年度決算との比較では２，５９７，５９６円の減となっております。 

 もう１度、４頁から５頁をお開き願います。次は、（２）資本的収入及び支出について、

ご説明申し上げます。収入につきましては、該当する収入がなく０円であります。支出

の第１款、資本的支出の決算額が１０５，０７７，５０９円で、予算との比較では３，

３４３，４９１円の不用額となっております。第１項から第２項の内容につきましては、

決算額を報告後、２０頁の明細書においてご説明いたします。まず、第１項、建設改良

費は２０，０１３，８４０円で、不用額が２，３４３，１６０円であります。第２項、

企業債償還金は８５，０６３，６６９円であります。第３項、予備費は、支出等ありま

せんでした。なお、枠外に記載しております通り、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額１０５，０７７，５０９円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしております。

表内の各項の内容についてご説明いたします。２０頁をご覧ください。支出の内訳であ

ります。建設改良費のうち、工事請負費が７，３５０千円、それと設計業務委託費５２

５千円につきましては、管理診療棟の冷暖房設備改修工事に係る支出であります。次の

器械備品購入費でありますけれども、決算額が１２，１３８，８４０円でありますが、

内訳としましては、脳波計が７，０５５千円、Ｘ線撮影装置が２，８４５，５００円、

大型冷凍庫が７８７，５００円、薬品保冷庫２２８，９００円等、各１台を更新したも

のでありまして、更にベッドサイドモニター７８７，５００円、作業療法等のパソコン

４台４３３，４４０円、これは新規に購入したものであります。次の企業債償還金であ

りますが８５，０６３，６６９円につきましては、病院建設のための企業債３件分の元

金償還額であります。平成２５年度末の未償還残高は１，２９９，６８４，８５２円で、
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償還終了予定は、それぞれ平成３７年、３８年、３９年の３月となっております。次に、

損益計算書についてご説明申し上げます。６頁をご覧ください。この計算書は、年間の

事業収支の状況を示したもので、各項目の金額につきましてはこれまでご説明いたしま

した内容と同じでありますので、概略のみ申し上げます。まず、１医業収益と２医業費

用の差引きでは、医業損失が１４６，２３３，７２５円で、前年度と比較しますと２７，

３８５，００４円損失が尐なくなっております。また、３医業外収益と４医業外費用の

差し引きでは１７７，３９６，０３４円で、前年度と比較しますと４，３８６，１７２

円利益が尐なくなっております。この利益と医業損失の差引きであります経常利益が３

１，１６２，３０９円で、この額が当年度の純利益となっております。この純利益の発

生につきましては、外来収益が予算作成時の見込みを上回ったこと、それから支出面で

は経費の節減、それから給与費の減が主な要因となっております。またこの純利益は、

平成２４年度をもって、それまで繰り越してきた欠損金が清算されて「０」となりまし

たので、欠損金解消のための充当もないことから、当年度末の未処分利益剰余金となり、

先の議案第９８号でご審議いただいた剰余金処分の対象となったものであります。次に

７頁の剰余金計算書をご覧ください。この計算書は平成２５年度の剰余金の動きを表す

ものですけれども、本年度は動きがなかったことから、利益剰余金の部の残高が３１，

１６２，３０９円、資本剰余金の部の残高が３５０，８５８，６２７円となっておりま

す。次に、９頁から１０頁にかけての貸借対照表についてご説明いたします。この表は、

平成２５年度末における各勘定の残高を示しております。資産の部、１の固定資産のう

ちの（１）有形固定資産、（２）無形固定資産につきましては、２１頁から２２頁に明細

がありますので、併せてご覧いただければと思いますが、それぞれの残高につきまして

は、有形固定資産が１，４１４，６７２，２３４円、無形固定資産２９９，４３５円で、

固定資産合計が１，４１４，９７１，６６９円、前年度決算と比較しまして２５，８９

５，８０６円尐なくなっております。２の流動資産につきまして、現金預金、未収金、

貯蔵品の合計で３３０，０８４，３７３円であり、前年度決算に比較しまして３２，２

１９，７０４円尐なくなっております。以上あわせました資産合計が１，７４５，０５

６，０４２円であります。次に、負債の部、３の流動負債は未払い金、その他流動負債

の合計の４８，３３６，６４０円で、前年度決算に比較し４，２１４，１５０円尐なく

なっております。次に、１０頁の資本の部であります。４の資本金は自己資本金、借入

資本金、合わせまして１，３１４，５９８，４６６円であります。なお、借入資本金に



   - 46 - 

つきましては、２３頁から２４頁に明細がありますが、企業債３件分の年度末の未償還

残高であります。次の、５の剰余金につきましては（１）の資本剰余金と（２）の利益

剰余金で、合わせて３８２，０２０，９３６円で、前年度決算に比較しまして地益剰余

金分の３１，１６２，３０９円の増となっております。以上によりまして、資本合計が

１，６９６，６１９，４０２円で、負債資本合計が資産合計と同額の１，７４５，０５

６，０４２円となっております。  

以上簡単でございますけれども、決算の説明を終了させていただきます。  

○委員長（小山緑郎） 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑のある方は、お

願いいたします。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 医業損益のところ改善してきているということなわけですけど、だい

たいこれから５年先までとは言わないんだけど、大体改善しそうだなと、例えば患者さ

ん増えて喜ぶ、お客さん増えて、普通民間だったら喜ぶんだけど、特殊な例ですから増

えてそういうこと、医業損益が改善してるのかもしれませんけど、その辺の２４年度の

状況とこう比較してみて大体どうなんですか、傾向として。大体こんな感じで、まだま

だ医業損益、改善傾向にありそうだなという、その辺の見込みみたいなもの、皆さん掴

んでらっしゃるものですか。 

○委員長（小山緑郎） 柴田事務長。 

○市立大曲病院事務長（柴田敬史） ２５年度は外来がだいぶ伸びたという特徴がありま

す。そうするとこれから先も外来が伸びていくのかと言われると、そうとは思っており

ません。確かに外来が伸びる一番の理由は、実は皆さんお気づきのように認知症という

か、高齢者が増えているためなんですけども。高齢者がどんどん増えていくかというと、

高齢化率は高くなっていくけども人口が減ってきているので、絶対数というのはそんな

に伸びたりはしないだろうと思っております。精神の方は比較的人口の増減とは関係な

く、一定数いるというか、そういう特徴があります。大体２５年度決算あたりのところ

が、数とか量に関しては頭打ちの線なのではと見越しております。ただ、国の方の医療

施策自体は、とにかく精神病院の入院日数が長すぎる、早く退院させろみたいな動き方

になっております。そういう意味では、大半他の民間施設ですと、退院先を確保するみ

たいな、病院があってグループホームがある、特養がある。そうやってグループで営業

しているという形になっております。ただ、市立病院の場合は、そういうふうにはそう

簡単にはできることではないので、平均在院というか、できるだけ退院を促していく、
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地域に移行するというような形でいくと、収益は尐しは上がっていくというか、数的な

部分は大体頭打ちだけども、入退院、在院日数を短くすることで入院数を増やしていく

という形にはなっていくんだと思っております。どんどん伸びていくというふうには、

全然見通してはおりません。 

○委員長（小山緑郎） 石塚委員。 

○委員（石塚柏） 大仙市以外、例えば横手市だとか秋田市だとか仙北市だとかから、以

外から来る人が増えてきたとか、その辺の大仙市と大仙市以外の構成比率ってあまり変

わらないということだすか、そこはあまり意識しなくてもいいということなんだすか。

それとも、お客さんだということで、横手だ大仙市だということはなんも意識しないで、

区分けしてデータとったということはないということですか。どんなもんだすか。 

○委員長（小山緑郎） 事務長。 

○市立大曲病院事務長（柴田敬史） 何年か前に構成比をとったデータがあります。ただ

その後、とってないので。 

○委員長（小山緑郎） いいですか。 

○委員（石塚柏） 結構です。 

○委員長（小山緑郎） 他に質疑はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。それでは、これから書類等の審

査を行いますが、審査につきまして、委員の分担を決め、「収入」と「支出」とに分け審

査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認めます。次に、審査の分担につきまして、委員長

の指名とすることにご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認めます。 

それでは、収入につきましては細谷委員、石塚委員、支出につきましては佐藤委員、児

玉委員、大山委員にお願いいたします。審査の方法には、休憩の形で行い、それぞれの

審査終了後、質疑及び意見の調整を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（小山緑郎） それでは書類審査のため、暫時休憩いたします。時間は２時２０

分までといたします。 

（ 休 憩 午後２時０５分 ） 

（ 再 開 午後２時２０分 ） 

○委員長（小山緑郎） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

書類等の審査も終わったようですので、これより、統括質疑を行います。質疑のある 

方はお願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採択いたします。本件は、認定す

ることにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

  以上で、市立大曲病院の審査は終了いたします。 

次に、所管事務に係る閉会中の継続審査及び調査に関する件についてお諮りします。

お手元に配付しております件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査及び調査

の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

次に、委員派遣の承認要求についてお諮りいたします。１１月２４日から２６日まで

の期間、所管する事項について行政視察を行うため、議長に対し、委員派遣の承認要求

をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。なお詳細につ

きましては、後日連絡いたします。 

以上で、当委員会に審査付託となりました議案の審査は、終了いたしました。なお、

本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長にご一任

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、そのように決しました。この際、委員の皆様

から何かございましたら、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、これをもちまして、教育福祉常任委員会を閉

会いたします。大変ご苦労様でした。 

（ 閉 会  午後２時２２分 ） 
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